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B25C 手持ち釘打ち工具またはステープラ
ー；手動可搬型ステープラー（履物の製
造のためのものＡ４３Ｄ） 

注 

（１）このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意

味で用いる： 

―“釘”はピン，ボルト，植込みボルトおよび栓あるいはこれ

らに類似するものを含む。 

（２）釘またはステーブルのどちらも打ち込む工具は釘打ち工

具に分類される。［３］ 

サブクラス内の索引 

釘による結合 

釘締めポンチ ..................................... 9/00 

釘打ち工具 ............................. 1/00,3/00,7/00 

釘延ばし具または釘抜き具 .................. 13/00,11/00 

ステープルによる結合 .................. 5/00,7/00,11/00 

1/00 手持ち釘打ち工具（ハンマーＢ２５Ｄ；可

搬型用駆動工具の細部または構成部分のう

ち作動に特別な関連をもたないもの，例．

ケーシング，本体，Ｂ２５Ｆ５／００；釘

打ち機械Ｂ２７Ｆ７／０２）；そのための釘

供給器具［４］ 

1/02 ・手動によるもの［３］ 

1/04 ・流体圧作動によるもの［３］ 

1/06 ・電動によるもの 

1/08 ・燃焼圧力作動のもの 

1/10 ・・薬包の爆発による燃焼圧力作動のもの 

1/12 ・・・釘に直接加圧のもの 

1/14 ・・・中間プランジャまたは中間金敷を加

圧するもの（動物屠殺または動物威嚇用

ピストルＡ２２Ｂ３／０２） 

1/16 ・・・衝撃工具に特に適合した薬包；薬包

と釘のユニット（爆発作動釘打ち工具に

よってコンクリート建造物，金属壁ある

いはこれらに類似のものに打ち込むため

のボルトおよびこれに類似のものＦ１６

Ｂ１９／１４） 

1/18 ・・・細部および付属具，例．破片蔽い，

破片処理具 

3/00 釘保持および釘案内用可搬型器具；釘分配

具 

5/00 手動可搬型ステープラー；手持ち動力式ス

テープラー（可搬型動力駆動工具の細部ま

たは構成部分のうち作動に特別な関連をも

たないもの，例．ケーシング，本体，Ｂ２

５Ｆ５／００；ステープル打ち機械Ｂ２７

Ｆ７／１７；手術用ステープラーＡ６１Ｂ

１７／０６８，Ａ６１Ｂ１７／１１５）；そ

のためのステープル供給器具（手術用ステ

ープルＡ６１Ｂ１７／０６４；ステープル

Ｆ１６Ｂ１５／００）［３，４，５］ 

5/02 ・工作物の上でステープル両端を曲げる手

段をもつもの 

5/04 ・・工具にステープルを成形する手段をも

つもの 

5/06 ・工作物の上でステープル両端を曲げる手

段のないもの 

5/08 ・・工具にステープルを成形する手段をも

つもの 

5/10 ・作動手段 

5/11 ・・手動によるもの［３］ 

5/13 ・・流体圧によるもの［３］ 

5/15 ・・電動によるもの［３］ 

5/16 ・ステープル供給器具 

7/00 釘打ち工具用またはステープラー用付属具，

例．支持具（薬包爆発作動工具用Ｂ２５Ｃ

１／１８） 

9/00 釘締めポンチ 

11/00 釘，大釘，またはステープルの抜き具（ハ

ンマーと一体のものＢ２５Ｄ１／００） 

11/02 ・ペンチ（ペンチ用枢軸Ｂ２５Ｂ７／０６） 

13/00 釘延し器具 

 


